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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
リ ー ル と 、
ス ト ッ プ ス イ ッ チ と 、
内 部 抽 選 手 段 と 、
ス ト ッ プ ス イ ッ チ の 操 作 態 様 を 報 知 可 能 な 報 知 遊 技 状 態 と
を 備 え 、
内 部 抽 選 手 段 は 、 内 部 抽 選 の 結 果 と し て 特 定 結 果 を 決 定 可 能 で あ り 、
内 部 抽 選 の 結 果 が 前 記 特 定 結 果 と な っ た 遊 技 に お い て 、 第 １ 操 作 態 様 で ス ト ッ プ ス イ ッ チ  
が 操 作 さ れ た 場 合 に は 、 第 １ 図 柄 組 合 せ を 停 止 可 能 で あ り 、
内 部 抽 選 の 結 果 が 前 記 特 定 結 果 と な っ た 遊 技 に お い て 、 第 ２ 操 作 態 様 で ス ト ッ プ ス イ ッ チ  
が 操 作 さ れ た 場 合 に は 、 第 ２ 図 柄 組 合 せ を 停 止 可 能 で あ り 、
第 １ 図 柄 組 合 せ が 停 止 し た 場 合 に は 、 所 定 数 の 遊 技 媒 体 を 付 与 可 能 で あ り 、
第 ２ 図 柄 組 合 せ が 停 止 し た 場 合 に は 、 前 記 所 定 数 よ り も 多 い 特 定 数 の 遊 技 媒 体 を 付 与 可 能  
で あ り 、
或 る 遊 技 に て 天 井 ま で の ゲ ー ム 数 が 更 新 さ れ た 後 の 天 井 ま で の ゲ ー ム 数 を Ｘ （ Ｘ は 数 値 ）  
と し た と き 、
前 記 或 る 遊 技 の 次 の 遊 技 で あ っ て 内 部 抽 選 の 結 果 と し て 前 記 特 定 結 果 が 決 定 さ れ た 所 定 の  
遊 技 に お い て 、 第 １ 操 作 態 様 で ス ト ッ プ ス イ ッ チ が 操 作 さ れ た 場 合 は 、 天 井 ま で の ゲ ー ム  
数 が Ｘ － Ａ （ Ａ は 数 値 ） と な り 得 る よ う 構 成 さ れ て お り 、
前 記 或 る 遊 技 の 次 の 遊 技 で あ っ て 内 部 抽 選 の 結 果 と し て 前 記 特 定 結 果 が 決 定 さ れ た 前 記 所  
定 の 遊 技 に お い て 、 第 ２ 操 作 態 様 で ス ト ッ プ ス イ ッ チ が 操 作 さ れ た 場 合 は 、 天 井 ま で の ゲ  
ー ム 数 が Ｘ － Ａ と な ら な い よ う 構 成 さ れ て お り 、
前 記 或 る 遊 技 の 次 の 遊 技 で あ っ て 内 部 抽 選 の 結 果 と し て 前 記 特 定 結 果 が 決 定 さ れ た 前 記 所  
定 の 遊 技 に お い て 、 第 １ 操 作 態 様 で ス ト ッ プ ス イ ッ チ が 操 作 さ れ た 場 合 の 方 が 、 第 ２ 操 作  
態 様 で ス ト ッ プ ス イ ッ チ が 操 作 さ れ た 場 合 よ り も 天 井 ま で の ゲ ー ム 数 が 少 な く な る よ う 構  
成 さ れ て い る
こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
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【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 本 態 様 に 係 る 遊 技 機 は 、
リ ー ル と 、
ス ト ッ プ ス イ ッ チ と 、
内 部 抽 選 手 段 と 、
ス ト ッ プ ス イ ッ チ の 操 作 態 様 を 報 知 可 能 な 報 知 遊 技 状 態 と
を 備 え 、
内 部 抽 選 手 段 は 、 内 部 抽 選 の 結 果 と し て 特 定 結 果 を 決 定 可 能 で あ り 、
内 部 抽 選 の 結 果 が 前 記 特 定 結 果 と な っ た 遊 技 に お い て 、 第 １ 操 作 態 様 で ス ト ッ プ ス イ ッ チ  
が 操 作 さ れ た 場 合 に は 、 第 １ 図 柄 組 合 せ を 停 止 可 能 で あ り 、
内 部 抽 選 の 結 果 が 前 記 特 定 結 果 と な っ た 遊 技 に お い て 、 第 ２ 操 作 態 様 で ス ト ッ プ ス イ ッ チ  
が 操 作 さ れ た 場 合 に は 、 第 ２ 図 柄 組 合 せ を 停 止 可 能 で あ り 、
第 １ 図 柄 組 合 せ が 停 止 し た 場 合 に は 、 所 定 数 の 遊 技 媒 体 を 付 与 可 能 で あ り 、
第 ２ 図 柄 組 合 せ が 停 止 し た 場 合 に は 、 前 記 所 定 数 よ り も 多 い 特 定 数 の 遊 技 媒 体 を 付 与 可 能  
で あ り 、
或 る 遊 技 に て 天 井 ま で の ゲ ー ム 数 が 更 新 さ れ た 後 の 天 井 ま で の ゲ ー ム 数 を Ｘ （ Ｘ は 数 値 ）  
と し た と き 、
前 記 或 る 遊 技 の 次 の 遊 技 で あ っ て 内 部 抽 選 の 結 果 と し て 前 記 特 定 結 果 が 決 定 さ れ た 所 定 の  
遊 技 に お い て 、 第 １ 操 作 態 様 で ス ト ッ プ ス イ ッ チ が 操 作 さ れ た 場 合 は 、 天 井 ま で の ゲ ー ム  
数 が Ｘ － Ａ （ Ａ は 数 値 ） と な り 得 る よ う 構 成 さ れ て お り 、
前 記 或 る 遊 技 の 次 の 遊 技 で あ っ て 内 部 抽 選 の 結 果 と し て 前 記 特 定 結 果 が 決 定 さ れ た 前 記 所  
定 の 遊 技 に お い て 、 第 ２ 操 作 態 様 で ス ト ッ プ ス イ ッ チ が 操 作 さ れ た 場 合 は 、 天 井 ま で の ゲ  
ー ム 数 が Ｘ － Ａ と な ら な い よ う 構 成 さ れ て お り 、
前 記 或 る 遊 技 の 次 の 遊 技 で あ っ て 内 部 抽 選 の 結 果 と し て 前 記 特 定 結 果 が 決 定 さ れ た 前 記 所  
定 の 遊 技 に お い て 、 第 １ 操 作 態 様 で ス ト ッ プ ス イ ッ チ が 操 作 さ れ た 場 合 の 方 が 、 第 ２ 操 作  
態 様 で ス ト ッ プ ス イ ッ チ が 操 作 さ れ た 場 合 よ り も 天 井 ま で の ゲ ー ム 数 が 少 な く な る よ う 構  
成 さ れ て い る
こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 で あ る 。
＜ 付 記 ＞
尚 、 本 態 様 と は 異 な る 別 態 様 に つ い て 以 下 に 列 記 し て お く が 、 こ れ ら に は 何 ら 限 定 さ れ る  
こ と な く 実 施 す る こ と が 可 能 で あ る 。
本 別 態 様 に 係 る 遊 技 機 は 、
　 複 数 の リ ー ル と 、
　 ス タ ー ト ス イ ッ チ と 、
　 複 数 の ス ト ッ プ ス イ ッ チ と 、
　 内 部 抽 選 手 段 と 、
　 リ ー ル 制 御 手 段 と 、
　 所 定 の 特 典 を 付 与 す る 特 典 付 与 手 段 と
を 備 え 、
　 遊 技 状 態 と し て 、 第 １ 遊 技 状 態 と 第 ２ 遊 技 状 態 と を 少 な く と も 有 し て お り 、
　 内 部 抽 選 手 段 は 、
　 第 １ 図 柄 組 み 合 わ せ を 含 む 複 数 種 類 の 図 柄 組 み 合 わ せ の い ず れ か が 停 止 可 能 な 特 定 役 を  
決 定 可 能 に 構 成 さ れ て お り 、
　 リ ー ル 制 御 手 段 は 、
　 第 １ 遊 技 状 態 に お け る 特 定 役 が 決 定 さ れ た 遊 技 に お い て 、 所 定 の 操 作 態 様 で 複 数 の ス ト  
ッ プ ス イ ッ チ が 操 作 さ れ た 場 合 に は 、 第 １ 図 柄 組 み 合 わ せ が 停 止 す る よ う 構 成 さ れ て お り  
、
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　 第 ２ 遊 技 状 態 に お け る 特 定 役 が 決 定 さ れ た 遊 技 に お い て 、 前 記 所 定 の 操 作 態 様 で 複 数 の  
ス ト ッ プ ス イ ッ チ が 操 作 さ れ た 場 合 に は 、 第 １ 図 柄 組 み 合 わ せ が 停 止 し な い よ う 構 成 さ れ  
て お り 、
　 特 典 付 与 手 段 は 、
　 第 １ 遊 技 状 態 に お い て 第 １ 図 柄 組 み 合 わ せ が 停 止 さ れ た 場 合 に は 、 所 定 の 特 典 を 付 与 し  
得 る よ う 構 成 さ れ て お り 、
　 第 １ 遊 技 状 態 に お け る 特 定 役 が 決 定 さ れ た 遊 技 に お い て 、 当 該 遊 技 に 係 る ス タ ー ト ス イ  
ッ チ の 操 作 を 受 け 付 け て か ら 最 初 の ス ト ッ プ ス イ ッ チ の 操 作 を 受 け 付 け る ま で の 所 定 の タ  
イ ミ ン グ に て 、 特 定 演 出 を 実 行 し 得 る
こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 で あ る 。
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